
平成平成平成平成 24242424 年度以降年度以降年度以降年度以降のののの相談支援事業相談支援事業相談支援事業相談支援事業にににに係係係係るるるる指定指定指定指定についてについてについてについて     

 

１１１１     事業種別事業種別事業種別事業種別についてについてについてについて     

（ 1）「一般相談支援」において行う支援内容 

  ①  基本相談支援 

    地 域 の 障 が い 者 等 の 福 祉 に 関 す る 各 般 の 問 題 に つ い て 、

障 が い 者 等 、 障 が い 児 の 保 護 者 又 は 障 が い 者 等 の 介 護 を 行

う 者 か ら の 相 談 に 応 じ 、 必 要 な 情 報 の 提 供 及 び 助 言 を 行 い 、

併 せ て こ れ ら の 者 と 市 町 村 及 び 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事

業 者 等 と の 連 絡 調 整 等 を 行 う 。  

  ②  地域移行支援 

障 害 者 支 援 施 設 に 入 所 し て い る 障 が い 者 又 は 精 神 科 病

院 に 入 院 し て い る 精 神 障 が い 者 に つ き 、 住 居 の 確 保 そ の 他

の 地 域 に お け る 生 活 に 移 行 す る た め の 活 動 に 関 す る 相 談

支 援 を 行 う 。  

  ③  地域定着支援 

居 宅 に お い て 単 身 等 で 生 活 す る 障 が い 者 に 対 し て 、 当 該

障 が い 者 と の 常 時 の 連 絡 体 制 を 確 保 し 、 当 該 障 が い 者 に 対

し 、 障 が い の 特 性 に 起 因 し て 生 じ た 緊 急 の 事 態 等 に 相 談 支

援 を 行 う 。  

（ 2）「特定相談支援」において行う支援内容 

①  基本相談支援 

  ②  サービス利用支援 

障 が い 者 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 、 当 該 障

が い 者 等 又 は 障 が い 児 の 保 護 者 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 を

勘 案 し 、 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 を 作 成 し 、 支 給 決 定 等 が 行

わ れ た 後 に 、 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 と の 連 絡 調 整

を 行 う と と も に 、 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 を 作 成 す る 。  

（ 3）「障害児相談支援」において行う支援内容 

  ○  障害児支援利用援助 

申 請 に 係 る 障 が い 児 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る 環

境 、 当 該 障 が い 児 又 は そ の 保 護 者 の 障 害 児 通 所 支 援 の 利 用

に 関 す る 意 向 そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し 、 障 害 児 支 援 利 用 計 画

案 を 作 成 し 、 通 所 給 付 決 定 等 が 行 わ れ た 後 に 、 指 定 障 害 児

通 所 支 援 事 業 者 等 と の 連 絡 調 整 そ の 他 の 便 宜 を 供 与 す る

と と も に 、 障 害 児 支 援 利 用 計 画 を 作 成 す る 。  



２２２２     指定指定指定指定のののの類型類型類型類型     

  「一般相談支援」「特定相談支援」「障害児相談支援」について、下記

の類型で指定を受けることが可能。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

①  「一般相談支援」については、地域移行支援と地域定着支援それぞ

れ指定が必要となるが、両方の指定を受けることを基本とする。ただ

し、他の相談支援事業所との連携が可能な場合、どちらかのみの指定

も可能。 

②  「障害児相談支援」については「特定相談支援」と一体的に指定を

受けることを基本としており、「障害児相談支援」のみで指定を受ける

ことはできない。 

 ③  札幌市において、障害児支援利用計画案の作成開始時期は未定であ

るが、「障害児相談支援」の指定を平成 24 年 4 月 1 日から受けること

は可能。 

   ただし、障害児相談支援事業費の請求はできない。 

 ④  平成 24 年 3 月 31 日までに相談支援事業所の指定を受けている事業

所については、「一般相談支援」の『みなし指定』を受け、平成 24 年

度末までに指定手続きを行うことが必要。 

   ただし、「特定相談支援」及び「障害児相談支援」を含む一体的指定

を希望する事業所については、それらの新規申請手続きが必要。 

 

３３３３     主主主主たるたるたるたる対象者対象者対象者対象者についてについてについてについて     

   「一般相談支援」及び「特定相談支援」においては、原則として障が

い種別を定めることはできず、全ての障がい児（者）を相談対象としな

ければならない。 

   ただし、次の場合については障がい種別を定めることが可能。 

 ①  他の相談支援事業所と連携が可能な場合  

②  「障害児相談支援」の指定を一体的に受けている「特定相談支援事

【単独指定】  

 ≪パターン１≫ 一般相談支援     地域移行支援  

                  地域定着支援  

 ≪パターン２≫ 特定相談支援  

【一体的指定】  

 ≪パターン３≫ 一般相談支援  + 特定相談支援  

 ≪パターン４≫ 特定相談支援  + 障害児相談支援  

 ≪パターン５≫ 一般相談支援  + 特定相談支援  + 障害児相談支援  



業所」≪パターン４、５≫場合 

⇒対象を『障がい児』に定めることが可能。 

 

４４４４     人員配置基準人員配置基準人員配置基準人員配置基準についてについてについてについて     

 

 

 

 

 ①  「一般相談支援」において、管理者と地域移行支援･地域定着支援担

当者のうち、どちらか 1 名は相談支援専門員とすること。なお、他の

配置する職員については、資格要件不要とする。 

 ②  複数の相談支援事業を一体で指定を受けた場合、兼務が可能。 

  ≪ A＋ B の例≫     管理者（1 名）+相談支援専門員兼 

地 域 移 行 支 援 ･地 域 定 着 支 援 担 当 者 (１名 ) 

≪ B＋ C の例≫   管理者（1 名）+相談支援専門員 (１名) 

≪ A＋ B＋ C の例≫ 管理者（1 名）+相談支援専門員兼 

地 域 移 行 支 援 ･地 域 定 着 支 援 担 当 者 (１名 ) 

  ③  業務に支障が無ければ他事業所(障害福祉サービス事業所等)との兼

務可能。 

A 一般相談支援    管理者  + 地域移行支援 ･地域定着支援担当者  

B  特定相談支援    管理者  + 相談支援専門員  

C  障害児相談支援  管理者  + 相談支援専門員  


